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学 校 の 沿 革　

昭和６２年１０月１日　　　本校設立認可

　　　（名　称）　　　　　　　　熊本県立東稜高等学校

　　　（位　置）　　　　　　　　熊本市

　　　　　　　　　　　　　　　　  初代校長に熊本県教育次長　花吉洋一を任命

　　　　　　　　　　　　　　　　  校訓制定

昭和６３年１１月１６日　   校章決定

昭和６３年２月１９日　　　第１回入学志願者募集（志願者４７０人）

　　　（所在地）　　　  　　　熊本市健軍町２６１４番地の１

　　　（課　程）　　　　　　　　全日制

　　　（学科・定員）　 　　　普通科２７０人（普通コース１３５人、国際コース４５人、

　　　　　　　　　　　　　 　　　 理数コース４５人、情報科学コース４５人）

　　　（修業年限）　　　 　　３年

　　　（通学区域）　　　  　普通コース～熊本市、西合志町、合志町、菊陽町、益城町

　　　　　　　　　　　　　　　  　国際コース、理数コースは県下全域

　  　  　　３月１６日　　　校旗決定

　    　　　３月２５日　   普通教室棟（１５教室）･昇降口棟竣工

　　　　 　　４月１日　   開校

　　　　 　　４月８日　   第１回入学式を挙行（２７０人に入学許可）

　 　　　　　９月２４日　   普通教室増築（１５教室）･理科棟竣工

　　　　 　　 １１月１４日     芸術棟・礼法室竣工

平成元年２月  　　    　校歌制定

　　  　　　３月１４日　   体育館竣工

　 　 　　　３月２７日　   管理棟竣工

　　  　　　７月３日　　  ５０mプール竣工

平成２年３月３１日　　  クラブハウス竣工（校舎等施設建築完了）

平成３年３月１日　　  第１回卒業式挙行（普通コース 男子６６人 女子６５人、

　　　　　　　　　　　　　  　　  国際コース 男子２２人

　　　　　　　　　　　　　　　    女子２３人、理数コース 男子３９人 女子９人、情報科学コース

　　　　　　　　　　　　　  　　  男子３３人 女子１２人、男子１６０人 女子１０９人 合計２６９人）

　　  　　　 ４月８日　　  平成３・４年度文部省生徒指導研究推進校の指定を受ける。

　　　　　　　　 　　　　　　　   研究主題「生徒指導の観点からの人間としての在り方、生き方に

　　　　　　　　 　　　　　　　   関する指導の在リ方」

　　　　　　　　　　　　　　　    平成３・４年度文部省外国語教育多様化協力校の指定を受ける。

平成３年１１月１日     平成４年度募集生より情報科学コースが廃止され、普通コース

　　　　　　　　 　　　　　　　   315人となる。
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平成５年 ４月　　　　    平成５・６年度文部省外国語教育多様化協力校の指定を受ける。

平成６年１２月２２日　   セミナーハウス落成（落成式挙行）

平成７年２月２７日　   住所表示変更　熊本市小峯４丁目５番１０号となる。

　　　 　　　４月８日　   理数コースを１学級へ改編する。

　　　　　　　　　 　　　　　　　 平成７・８年度県教委県立高等学校学力向上(進学)対策推進校

　　　　　　　　 　　　　　　　   の指定を受ける。

平成８年９月２７日　   創立１０周年記念式典を挙行

　　　　　　　　　　　　　　     東稜賛歌制定

　　　　　　　　 　　　　　　　   （作詞・第二代校長上谷吉美、作曲・服部克久(作曲家)）

　 　　　 　　１１月１１日　   弓道場竣工

平成１２年４月１０日　   平成１２･１３年度県教委県立高等学校学力向上(進学)対策推進

　　　　　　　　 　　　　　　　   校の指定を受ける。

平成１４年４月８日　   平成１４･１５年度県教育委員会指定　中高連携(高大連携)教育

　　　　　　　　 　　　　　　　   研究推進校

　　　　　　　　　 　　　　　    平成１４･１５･１６年度文部科学省スーパー･イングリッシュ・ランゲー

　　　　　　　　 　　　　　　　   ジハイスクール研究開発校の指定を受ける。

平成１５年４月８日　   平成１５･１６年度県教育委員会指定　体育・スポーツ研究推進校

　　　　　　　　 　　　　　　　   の指定を受ける。

平成１８年４月１０日　   平成１８年度県教育委員会指定　総合的な学習の時間研究指定

　　　　　　　　 　　　　　　　   校を受ける。

平成１９年１０月２６日　   創立２０周年記念式典を挙行

平成２４年　　　　　   オーストラリア　タタチラ高校姉妹校　締結

平成２９年４月１０日　   文部科学省研究指定を受ける(１年間)。

　　　　　　　　　　　　　　　    「防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」

平成２９年１０月２０日　   創立３０周年記念式典を挙行

令和４年 ４月　　　　    スーパーハイスクール（イノベーション）に選定

令和６年１２月１２日　　　中華民国新北市立永平高校中学との姉妹校　協定書の締結
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日 課 表

８：１５ ～ ８：２５職 員 朝 礼

８：３０ ～ ８：４０Ｓ．Ｈ．Ｒ．

８：４５ ～ ９：３５第 １ 時 限

９：４５ ～ １０：３５第 ２ 時 限

１０：４５ ～ １１：３５第 ３ 時 限

１１：４５ ～ １２：３５第 ４ 時 限

１２：３５ ～ １３：２０昼 休 み

１３：２０ ～ １３：３５掃 除

１３：４０ ～ １４：３０第 ５ 時 限

１４：４０ ～ １５：３０第 ６ 時 限

１５：３５ ～ １５：４０終 礼

１５：４０ ～ １６：３０第 ７ 時 限

１６：３５ ～ １６：４０終 礼

月金：６時限授業、火～木：７時限授業
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習慣づけましょう。

必要な準備を済ませ

て着席しておく。

廊下に出し

ましょう。

ましょう。

ましょう。

して、将来の受験に備えましょう。

考査

こと。

しましょう。

みましょう。

将来の進路

す

す

すで

を
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日 課 表

８：１５ ～ ８：２５職 員 朝 礼

８：３０ ～ ８：４０Ｓ．Ｈ．Ｒ．

８：４５ ～ ９：３５第 １ 時 限

９：４５ ～ １０：３５第 ２ 時 限

１０：４５ ～ １１：３５第 ３ 時 限

１１：４５ ～ １２：３５第 ４ 時 限

１２：３５ ～ １３：２０昼 休 み

１３：２０ ～ １３：３５掃 除

１３：４０ ～ １４：３０第 ５ 時 限

１４：４０ ～ １５：３０第 ６ 時 限

１５：３５ ～ １５：４０終 礼

１５：４０ ～ １６：３０第 ７ 時 限

１６：３５ ～ １６：４０終 礼

月金：６時限授業、火～木：７時限授業
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冬服

夏服

Ⅱ 生活指導

１ 生活全般

（２）

（１）

（３）

夜間外出及び外泊はしない。

カラオケボックス、ゲームセンター（プリクラコーナーも含む）、イン

ターネットカフェ、パチンコ店など高校生にふさわしくない施設、場

所への立入は禁止する。

（４）

（５）アルバイトは禁止とする。

（６）金銭・物品等の管理を徹底し、貸借はしない。

（７）

（７）

交際は、節度を守り、他人の誤解をまねくような行動は慎む。

（８）休日（課外・模試等がない日）は部活動で統一したユニフォーム・ジ

ャージ等の部活動着での登校を認める。

（９）頭髪等は、本校の校訓・教育精神を堅持したものとすること。極端な

加工や変形は行わない。

２ 服装
（１）登下校時および学校関係行事等による外出時には、規定の制服を着用

する。（ただし、下校時においては部活動で統一したユニフォーム・ジ

ャージ等の部活動着での下校を認める。）

（２）靴下・タイツは無地で華美でないものとする。

（３）

（４）制服には学年組章を付ける。

（ ）冬季のコートは本校指定のものを使用する。ただし、中学校時のボッ

クスコートの使用については生徒安全・安心部で確認のうえ、許可する

場合がある。

（５）

（６）夏服、冬服、中間服の着用に関しては、気候等に応じ各自で適宜移行

する。

法規に反する行為は絶対にしてはならない。

上履きは本校指定のものとする。

怪我などのやむを得ない理由によって本校指定の制服で通学できない

場合は、異装届を生徒安全・安心部に提出し許可を得る。

本校生としての誇りと自覚を持ち、社会の一員として責任ある行動を
とる。
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冬服

夏服

Ⅱ 生活指導

１ 生活全般

（２）

（１）

（３）

夜間外出及び外泊はしない。

カラオケボックス、ゲームセンター（プリクラコーナーも含む）、イン

ターネットカフェ、パチンコ店など高校生にふさわしくない施設、場

所への立入は禁止する。

（４）

（５）アルバイトは禁止とする。

（６）金銭・物品等の管理を徹底し、貸借はしない。

（７）

（７）

交際は、節度を守り、他人の誤解をまねくような行動は慎む。

（８）休日（課外・模試等がない日）は部活動で統一したユニフォーム・ジ

ャージ等の部活動着での登校を認める。

（９）頭髪等は、本校の校訓・教育精神を堅持したものとすること。極端な

加工や変形は行わない。

２ 服装
（１）登下校時および学校関係行事等による外出時には、規定の制服を着用

する。（ただし、下校時においては部活動で統一したユニフォーム・ジ

ャージ等の部活動着での下校を認める。）

（２）靴下・タイツは無地で華美でないものとする。
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場合がある。
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（６）夏服、冬服、中間服の着用に関しては、気候等に応じ各自で適宜移行

する。

法規に反する行為は絶対にしてはならない。

上履きは本校指定のものとする。
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本校生としての誇りと自覚を持ち、社会の一員として責任ある行動を
とる。
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３ 交通
交通事故防止及び交通法規・交通マナーを遵守する。

事故にあった場合はすぐに警察に通報し、学校、保護者に連絡する。

担任、生徒安全・安心部交通係に詳細を報告する。登校後、

自転車通学については許可制とする。（許可条件は以下のとおり）

①自転車通学を希望する者は、自転車通学許可願を提出すること。

②ドロップハンドル型のロードバイクは通学用自転車として認めない。

前照灯が点灯すること。（オートライト機能推奨）③

④駐輪時は２重ロックをする。

⑤雨天時は雨合羽を着用する。

⑥通学用の自転車は自転車販売店で点検整備を行う。

⑦必ず自転車保険に加入する。（ＴＳマークは緑色ＴＳマークのみ可）

⑧許可されたものは、ステッカー代等の必要経費を納める。

⑨許可された自転車は所定の位置にステッカーを貼付する。

⑩ヘルメットを着用する。

（１）

（２）

（３）

自動二輪・自動車の免許取得は認めない。

原付バイク通学生を除いて、原動機付自転車（原付バイク）の免許取得は

認めない。（原付バイク通学の許可条件は以下のとおり）

①年齢のいかんに関わらず、１年次は許可しない。

②原則として通学距離が片道１２ｋｍ以上、２５ｋｍ未満である。

③代替の交通機関がない。

④原動機付自転車（原付バイク）は排気量５０ｃｃ以下のスクータータイ

プとする。

⑤フルフェイス（白色）のヘルメット、学校指定のウインドブレーカー、手袋、

長ズボンを着用する。

⑥通学以外の目的に使用しない。

⑦原付バイク後部及びヘルメット後部にステッカーを貼付する。

⑧自賠責保険と任意保険に加入する。

自動車学校への入校は、許可制とする。（許可条件は以下の全てを満たす者）

①卒業要件を満たす者

②進路先が決定している者（予備校は不可）

③生活態度が良好である者

（４）

（５）

（６）

中間服

中間服
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３ 交通
交通事故防止及び交通法規・交通マナーを遵守する。

事故にあった場合はすぐに警察に通報し、学校、保護者に連絡する。

担任、生徒安全・安心部交通係に詳細を報告する。登校後、

自転車通学については許可制とする。（許可条件は以下のとおり）

①自転車通学を希望する者は、自転車通学許可願を提出すること。

②ドロップハンドル型のロードバイクは通学用自転車として認めない。

前照灯が点灯すること。（オートライト機能推奨）③

④駐輪時は２重ロックをする。

⑤雨天時は雨合羽を着用する。

⑥通学用の自転車は自転車販売店で点検整備を行う。

⑦必ず自転車保険に加入する。（ＴＳマークは緑色ＴＳマークのみ可）

⑧許可されたものは、ステッカー代等の必要経費を納める。

⑨許可された自転車は所定の位置にステッカーを貼付する。

⑩ヘルメットを着用する。

（１）

（２）

（３）

自動二輪・自動車の免許取得は認めない。

原付バイク通学生を除いて、原動機付自転車（原付バイク）の免許取得は

認めない。（原付バイク通学の許可条件は以下のとおり）

①年齢のいかんに関わらず、１年次は許可しない。

②原則として通学距離が片道１２ｋｍ以上、２５ｋｍ未満である。

③代替の交通機関がない。

④原動機付自転車（原付バイク）は排気量５０ｃｃ以下のスクータータイ

プとする。

⑤フルフェイス（白色）のヘルメット、学校指定のウインドブレーカー、手袋、

長ズボンを着用する。

⑥通学以外の目的に使用しない。

⑦原付バイク後部及びヘルメット後部にステッカーを貼付する。

⑧自賠責保険と任意保険に加入する。

自動車学校への入校は、許可制とする。（許可条件は以下の全てを満たす者）

①卒業要件を満たす者

②進路先が決定している者（予備校は不可）

③生活態度が良好である者

（４）

（５）

（６）
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６ 賞罰規定について
（１）校長は、次の項に該当する者を褒賞する。

①著しい善行、篤行のあった者。

②その他、生徒の模範と認められた行為のあった者。

（２）校長は、次の項に該当する者に対して、教育的見地から懲戒処分または

特別な指導を加える。懲戒の種類は、訓告、停学、退学とする。

乱した者。

①考査の不正行為、暴力行為、飲酒、喫煙、薬物乱用、交通違反、怠学、凶

器持参、故意の校具・備品等の破損、破壊、窃盗、万引、その他風紀を

②その他、法規、校則、熊本市高等学校生活指導連盟（市生連）申し合わせ

事項等に違反した者。

Ⅲ

Ⅳ

前まで

警察等

や学校行事

４ 情報モラル

（１）携帯電話・スマートフォン等（スマートウォッチ等、スマートフォンと

連動するものを含む）の校内での使用を禁止とする。（災害等の緊急時

や諸調査にかかるデータ入力等、指導者の使用許可がある場合を除く。）

（２）携帯電話・スマートフォン等は校門を入る前（自転車通学生は駐輪場）

に機器の電源を切り、校内では使用しない。下校時は校門の外（自転車

通学生は駐輪場）で電源を入れる。

（３）自転車乗車中、歩行中等の使用は行わない。（イヤホン・ヘッドホンも

含む）

（４）部活動等における校外での活動については担当教師・顧問の指導に従う。

５ その他
（１）掲示物は、生徒安全・安心部生徒会担当に願い出て、承認されたものを指定

の場所に提示する。

（２）印刷物やビラの配布は、生徒安全・安心部生徒会担当に届け出て、許可

を受けなければならない。
（３）テレビへの出演、コンテスト等に参加する場合は、事前に許可を得ること。

（４）許可なく校内での火気の使用は禁止する。

④校納金・課外費・模試代など未納がない者

⑤自動車学校への通学開始は共通テスト以降の家庭学習期間に入ってからと
する。

⑥就職・公務員に限り進路先が決定した者については、申し出があった時

点で別途審議する。（場合によっては冬休み入校可。）

⑦免許の取得は卒業式以降とし、それまでの免許取得は認めない。
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６ 賞罰規定について
（１）校長は、次の項に該当する者を褒賞する。

①著しい善行、篤行のあった者。

②その他、生徒の模範と認められた行為のあった者。

（２）校長は、次の項に該当する者に対して、教育的見地から懲戒処分または

特別な指導を加える。懲戒の種類は、訓告、停学、退学とする。

乱した者。

①考査の不正行為、暴力行為、飲酒、喫煙、薬物乱用、交通違反、怠学、凶

器持参、故意の校具・備品等の破損、破壊、窃盗、万引、その他風紀を

②その他、法規、校則、熊本市高等学校生活指導連盟（市生連）申し合わせ

事項等に違反した者。

Ⅲ

Ⅳ

前まで

警察等

や学校行事

　遅刻届、外出届、早退届、遺失物届、校内の施設設備破損届、事故報告書、海
外旅行届、単車通学届、原付免許取得報告書、単車通学希望申請書、異装届。

　自転車通学許可願、公欠願、藤崎宮秋の例大祭参加許可願、自
動車学校（四輪・二輪）入校許可願、特別活動参加許可願。

４ 情報モラル

（１）携帯電話・スマートフォン等（スマートウォッチ等、スマートフォンと

連動するものを含む）の校内での使用を禁止とする。（災害等の緊急時

や諸調査にかかるデータ入力等、指導者の使用許可がある場合を除く。）

（２）携帯電話・スマートフォン等は校門を入る前（自転車通学生は駐輪場）

に機器の電源を切り、校内では使用しない。下校時は校門の外（自転車

通学生は駐輪場）で電源を入れる。

（３）自転車乗車中、歩行中等の使用は行わない。（イヤホン・ヘッドホンも

含む）

（４）部活動等における校外での活動については担当教師・顧問の指導に従う。

５ その他
（１）掲示物は、生徒安全・安心部生徒会担当に願い出て、承認されたものを指定

の場所に提示する。

（２）印刷物やビラの配布は、生徒安全・安心部生徒会担当に届け出て、許可

を受けなければならない。
（３）テレビへの出演、コンテスト等に参加する場合は、事前に許可を得ること。

（４）許可なく校内での火気の使用は禁止する。

④校納金・課外費・模試代など未納がない者

⑤自動車学校への通学開始は共通テスト以降の家庭学習期間に入ってからと
する。

⑥就職・公務員に限り進路先が決定した者については、申し出があった時

点で別途審議する。（場合によっては冬休み入校可。）

⑦免許の取得は卒業式以降とし、それまでの免許取得は認めない。
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、曾祖父母）
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学校

考査期間中の欠席等

場合は、
な
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- 1 - 

令和４年１月１１日 

 

端末利用規定について 

 

 

東稜高校端末規定 

 

１ 東稜生としての自覚を持って学力・人間力向上 

 のために積極的に端末を使用すること。 

２ 端末は文具。授業中は、必要に応じて、端末を  

 活用すること。また毎日持ち帰ること。 

３ 情報セキュリティー・情報モラルを端末の積極的  

 利用の中で高めること。 
 

※重大なルール違反を犯した場合、生徒指導の対象とな

ります。 

 

※※端末の紛失、故意過失の場合は、修理等にかかる費

用は、全額自己負担になります。端末は大切に扱ってく

ださい。 
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６
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熊本県立学校学習者用端末等取扱規程 

 

 

（目的） 
第１条 この規程は、熊本県立学校（以下「県立学校」という。）に整備する学

習者用端末等の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。 
 

（定義） 
第２条 この規程における「学習者用端末」とは、県立学校の児童生徒の学習活動

に必要な教材・教具として使用するための設定を行い、熊本県教育庁教育政策課
（以下「教育政策課」という。）が導入したキーボード付き端末をいう。 

 

（貸出物品） 
第３条 この規程により貸出しを行う物品（以下「貸出物品」という。）は、学習

者用端末及びその使用のために必要な付属品とする。 
 
（貸出対象者） 
第４条 貸出物品の貸出しを受けられる者は、県立学校（通信制課程を除く。）に

在籍する児童生徒とする。 
 

（管理） 
第５条 県立学校の校長（以下「校長」という。）は、児童生徒に貸出物品を貸し

出すものとする。 
２ 校長は、貸出状況を明らかにするために、熊本県立学校学習者用端末等貸出

台帳（様式第１号）（以下「貸出台帳」という。）を備えなければならない。 
３ 貸出台帳は、熊本県物品取扱規則第１３条第５項の「使用備品整理簿」に必要

事項を記載してこれに代えることもできることとする。 
４ 校長は、貸出状況に異動が生じたときは、貸出台帳にその内容を記載する。 
 

（貸出期間） 
第６条 貸出物品の貸出しの期間は、校長が定める期間とする。 
 

（貸出に係る費用） 
第７条 貸出物品の貸出しに係る費用は、無償とする。 
 
（貸出の申請） 
第８条 貸出物品の貸出しを受けようとする児童生徒（以下「申請者」という。）

は、熊本県立学校学習者用端末等貸出申請書（様式第２号）を校長へ提出しな
ければならない。

 
 

（貸出しの決定） 
第９条 校長は、前条の申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸出しの

可否を決定するものとする。

 

２ 校長は、前項により貸出しを決定したときは、熊本県立学校学習者用端末等
貸出決定書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。

 

３ 貸出しを決定した貸出物品に変更があるときは、熊本県立学校学習者用端末等
貸出申請書兼貸出決定書（様式第２号）の貸出変更欄に必要事項を記載して、
貸出物品を利用する児童生徒（以下「利用者」という。）に通知するものとする。
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（貸出物品の取扱い）
第１０条 利用者は、貸出物品について、善良な管理者の注意をもって管理する

ものとする。

２ 校長は、必要に応じて貸出物品の家庭等への持ち帰りを認めるものとする。こ

の場合において、利用者は、クラス担当教員の許可を得ることとする。

また、学校においては、学習系インターネット回線に接続し、持ち帰り時は、

自宅のインターネット環境への接続も可能とする。

３ 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸出物品を、他者に使用させ、又は転貸すること。

(2) 貸出物品を、売却、廃棄又は故意に破損すること。

(3) 貸出物品を利用し、他者に対して危害を与えること。

(4) 貸出物品を利用し、学習以外の目的でインターネット上のサイトを利用すること。

(5) 教育文化ネットワーク（既存の校務用及び学習系ネットワーク）に接続すること。

(6) 自己の個人情報を含め、個人情報を教育政策課が指定したクラウド上のサービ

ス以外で取り扱うこと（ソーシャルネットワークサービスへの投稿も含む）。

(7) 校長が別に定める学習者用端末利用規約等に反する行為を行うこと。

(8) その他学習者用端末等の貸出しの目的及び貸出決定書に記載される遵守事項

に反すること。

４ 利用者は、校長から貸出物品の取扱いに当たり必要な指示があった場合は、そ

の指示に従うものとする。

５ 校長が意図しない貸出物品の利用により、利用者が受けた損害に対して、県立

学校及び熊本県教育庁は、一切の責任を負わないものとする。

６ 貸与物品を用いたデータ等の受発信については、校長の指示において行うものとする。

７ 必要に応じて、校長が貸出物品の利用履歴を確認することについて、利用者は

同意するものとする。

（充電に係る経費）
第１１条 利用者は、貸出物品を家庭等に持ち帰った際は、翌日の端末の使用の

ために、学習者用端末の充電に係る経費を必要に応じて負担するものとする。

（亡失又は損傷の届出）
第１２条 貸出物品の故障、破損若しくは紛失が判明し、又は個人情報の漏えいがあ

った時は、利用者は、直ちに貸出物品故障・破損・紛失等届（様式第３号）を校

長へ提出し、これを報告しなければならない。

２ 校長は、前項の規定による報告を受けた際は、内容を確認し、教育政策課へ報

告しなければならない。

３ 第１項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと

認められるときは、貸出物品の原状復旧に要する修繕等の費用は、利用者の負担とする。

（損害賠償）
第１３条 利用者は、貸出物品の使用に当たり、利用者の責に帰すべき理由により

県立学校又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負う。

（決定の取消し）
第１４条 校長は、第６条の規定により定めた貸出期間中であっても次の各号の一

に該当
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するときは、貸出決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が、休学又は留学等により長期に登校しないこととなったとき。

(2) 利用者が、県立学校の児童生徒でなくなったとき。

(3) 利用者が、第１０条の規定に違反したとき。

(4) 利用者が、自己所有等の端末を使用するなどにより、貸出物品が不要になっ

たと認められるとき。

(5) その他、特別な事情が生じたとき。

２ 校長は、前項の規定により貸出決定を取り消したときは、熊本県立学校学習者用

端末等貸出決定取消通知書（様式第４号）により、利用者に通知するものとする。

（貸出物品の返却）
第１５条 利用者は、第６条の規定により校長が別途定める貸出期間終了日までに、

貸出物品を返却しなければならない。

２ 利用者は、前条の規定よる貸出決定の取消しを受けた場合は、校長が別途定める

日までに貸出物品を返却しなければならない。

３ 利用者が、貸出物品を前項の返却日までに返却せず、校長からの督促にも応じな

い場合は、利用者は貸出物品の価額を弁償する責任を負う。

４ 校長は、貸出物品が返却されたときは、貸出物品が正常に作動することを確認す

るものとする。

５ 返却された貸出物品に損傷等が判明し、当該事由が利用者の故意又は重大な過失

によるものと認められるときは、原状復旧に要する修繕等の費用は、利用者の負担
とする。

（連帯保証）
第１６条 利用者の親権者又は未成年後見人は、本取扱規程に基づき、利用者が負

担する一切の債務について連帯して保証する。

（再配備）
第１７条 学習者用端末等を整備している県立学校以外で臨時休業等が発生した場合、

臨時休業等が発生している県立学校（以下「臨時休業校」という。）の児童生徒の

学びの保障のため、必要に応じて、貸出物品を一旦回収し、臨時休業校へ再配備す

ることがある。

（補則）
第１８条 この規程に定めるもののほかは、熊本県物品取扱規則（昭和３９年熊本県

規則第２０号）に沿った対応を行い、また、必要に応じて別に定める。

附則

この規程は、令和３年（２０２１年）１月２０日から施行する。
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＜貸 出 の 条 件＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学習者端末は精密な機械であり、個人所有ではなく他の生徒が利用する

場合があるため、大事に扱うこと。 

 

端末の取扱いに当たり、学校から指示があった場合は従うこと。○  

 

○学習以外の目的でインターネット上のサイトの利用や投稿は行わないこ

と。 

 

○端末に故障・破損・紛失・個人情報の漏えいがあった場合は、必ず学校

へ届け出ること。 

その際、必要に応じて、報告書の作成を求めます。 

また、故意や重大な過失があった場合は、修繕等の費用の負担を求める

ことがあります。 

 

○貸出の条件に従わない場合は、貸出を取消し、端末の返却を求める場合

があります。 
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第１節　役員
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第１４条　生徒議会は、各ホームルームの委員長（１名）と副委員長

　（１名）によって構成される。

第３節　生徒議会

第２節　機関
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第３２条　本委員会は各ホームルームの文化委員（２名）により構成

　される。
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（２名）
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（２名）

５０

４９
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１ 本校の部活動

運動系：テニス、バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、バドミントン

等

、

サッカー、空手道、野球、弓道、陸上競技、水泳、卓球、剣道、ラグビー

文化系：パソコン、ＥＳＳ、演劇、吹奏楽、合唱、生物、物理、化学、放送、

写真、美術、書道、ＪＲＣ、茶道、華道

２ 目標

（１）生徒の自主的・自発的な参加、他者と協調、協力する活動をとおして、生

徒の自主性や協調性、責任感、連帯感などを育成する。

（２）部員同士が同じ目標に向かって取り組む経験をとおして、生徒同士、教

師と生徒の豊かな人間関係を築くとともに、自己肯定感を高める等、心

身の健全な育成を図る。

（３）運動部活動においては、スポーツの楽しさや喜びを味わうことで、生涯に

わたる豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成するととも

に体力の向上や健康の増進を図る。

（４）文化部活動においては、芸術文化の他、生活文化、自然科学、社会

科学、ボランティア、趣味等の活動で楽しさや喜びを味わうことで、生徒

が生涯にわたって芸術文化等の活動に親しむための感性や、創造性

を養う。

部　活　動　に　つ　い　て

必ず午前中に提出し、原則後日発行する。

（発行に時間を要するため数日前までに余裕をもって提出すること。）

必ず午前中に提出し、原

則後日発行する。（発行に時間を要するため数日前までに余裕をもっ

て提出すること。）
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３ 部活動生の下校時間

（１）４月～９月（夏時間） １９：３０
※１年生については、原則１９：００（４月末日まで）

（２）１０月～３月（冬時間） １９：００
※延長申請を行えば、対外試合３週間前から３０分の延長を認める。

４ 定期考査前の部活動

（１）定期試験の１週間前からは、活動を中止とする。

（２）考査終了日より２週間以内に県内の公式大会がある場合は、校長の許可

を得て授業終了後１時間程度の活動を行うことができる。ただし、休日に休

養日を設けること。

（３）考査期間は活動を中止とする。

（４）考査終了日より１週間以内に県内の公式大会がある場合は、校長の許可を

得て考査終了後１時間程度の活動を行うことができる。ただし、休日に

休養日を設けること。

（５）九州大会及び全国大会については、別途考慮する。

（６）成績不振者（原則として学期成績で２科目以上の欠点を保持する者）の練

習は禁止する。
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平日 （土日・休日は開かない）

掃除時間

　８時40分までに、所定の注文表に必要事項を記入すること。
またその際、年・組・名前をきちんと丁寧に書くこと。

弁当の殻は売店前のゴミ袋へ、店舗ごとに分けて捨てること。
（バーガー等の他のゴミは混ぜない）

飲料のゴミは種類別に所定の位置に捨てること。

4　ゴミについて
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1．校外生活

校外生活に関する申し合わせ事項

熊本市高等学校生活指導連盟

（１）夜間外出は原則として禁止する。

（２）外出時の服装は制服が好ましい。

　　　他校の学校行事の見学・訪問・対外試合・クラブ活動・模試などによる

　　　外出は必ず制服とする。

　　※外出時には必ず生徒手帳（生徒証）を携行する。

（３）保護者の同行または学校の許可を受けたもの以外の外泊は一切しない。

（４）各種遊技場への立ち入りは学校で決められた通りとする。

　　　カラオケボックス・ゲームセンター・インターネットカフェ・パチンコ店

　　　・麻雀荘その他高校生にふさわしくない施設、場所へは立ち入らない。

（５）アルバイトについては各学校で定められた通りとする。

　　　アルバイトを行う場合には、学校で発行する許可証を携行する。

（６）バンド編成および演奏会をする場合は学校の許可を得ること。

　　　ただし、高校生以外の混成バンド編成は禁止する。

（７）交通法規・交通マナーを遵守する。

　　　無免許運転、単車・自転車の二人乗り、アーケード街の自転車の乗り入

　　　れ、傘さし運転、携帯電話を使用しながらの運転、イヤホンを装着して

　　　の運転、家族の自動車以外の相乗りは絶対にしない。

　　　単車・自動車の免許取得については、各学校で定められた通りとする。

　　※雨天時の自転車乗車は必ず雨ガッパを着用する。

（８）髪型などは高校生らしいものとする。

　　　パーマ・リーゼントスタイル・カール・染毛・エクステンション・脱色

　　　・額のそりこみ・まゆそり・化粧・ピアス・ネイルアート等はしない。

（９）携帯電話等の校内への持込みまた、使用については各学校の定めた規則

　　　を遵守する。

（10）少年保護育成条例の規定により有害がん具類等として指定されたがん具

　　　類、器具類、刃物類の所持については禁止する。

（11）道路交通法に基づき、自転車運転時のヘルメット着用を推奨する。
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2．補導・被害を受けた場合の心得

（補導）（１）生徒手帳（生徒証）の提示を求められたら必ず見せる。

　　　（２）学校名・学年組氏名・担任名などを素直に答える。

　　　（３）学校に必ず届ける。

（被害）（１）直ちに学校・最寄りの警察署・交番に連絡する。

　　　（２）相手の特徴（背の高さ・髪型・服装・人相・人数など）を覚えておく。

　　　（３）交通事故の場合

　　　　　　相手の名前、住所、車種、車の色、ナンバーを記録しておき、外

　　　　　　傷がなくても病院で診断を受けておく。学校にもすぐに連絡する。

熊本市高等学校生活指導連盟加盟校

・開新高校 ・九州学院高校 ・熊本市立千原台高校

・熊本市立必由館高校 ・熊本学園大学付属高校 ・熊本北高校

・熊本支援学校 ・熊本高校 ・熊本工業高校（全日制）

・熊本工業高校（定時制） ・熊本国府高校 ・熊本商業高校

・熊本信愛女学院高校 ・熊本中央高校 ・熊本西高校

・熊本農業高校 ・熊本マリスト学園高校 ・熊本聾学校

・慶誠高校 ・尚絅高校 ・真和高校

・済々黌高校 ・第一高校 ・第二高校

・鎮西高校 ・東海大学付属熊本星翔高校 ・東稜高校

・文徳高校 ・盲学校 ・湧心館高校（全日制）

・湧心館高校（定時制） ・熊本市立平成さくら支援学校 ・ルーテル学院高校
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